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緑のカーテンコンテスト
部門　①家庭②店舗・事業所③公共施設　
表彰　入賞者に賞状、記念品を贈呈します（各部門の優秀作品の表彰のほか、おいしく食べら

れるレシピや独自性のある作品、緑のカーテンに初めて取り組んだ作品の中からも表彰します）。
応募方法　応募用紙に必要事項を書いて、写真と感想文を 生活環境課に提出してくだ

さい（応募用紙は窓口に設置します）。

応募期間　8 月 1 日㈫〜９月 15 日㈮
その他　審査の日程、表彰方法など、詳しいことは後日お知らせします。
受付窓口　 生活環境課、愛荘町環境対策課、豊郷町住民生活課、甲良町住民課、多

賀町産業環境課

緑のカーテンとは、つる性植物（ゴーヤ、アサガオなど）
を建物の外に茂らせた植物のカーテンです。夏の日差し
や外の熱を和らげて室温の上昇を抑える効果が期待で
きます。

湖東地域では、温暖化防止対策の取り組みとして、緑
のカーテンづくりを応援します。

内容　ゴーヤの苗の育て方、設置方法ほか　
　※講習会参加者は、下記の「緑のカーテンコンテスト」への参

　加をお願いしています。

参加費　無料　（ゴーヤの苗をプレゼント）

申込期限　開催日の前日（土曜日は除く）までの平日
　※受付時間は 8：30〜 17：15

緑のカーテン栽培講習会

講習会、コンテストの申込・問い合わせ先　 生活環境課☎30-6116、FAX27-0395

開催日
５月 20 日㈯

9：00～12：00

５月 27 日㈯
9：00～12：00

6 月  4 日㈰
9：00～12：00

6 月 17 日㈯
13：30～15：30

講習会の日時・場所
場　　所

甲良町公民館 （甲良町）
　

豊郷町隣保館（豊郷町）

　人権・福祉交流会館（犬方町）

滋賀県立大学　

湖風夏祭会場   　（八坂町）

※いずれも定員 30 人（先着順）

うみ  かぜ  なつ まつり
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資格王国

ナターリャ
　　の部屋

第34回

毎回、雑誌などの折り込みチラシに目を通す
と、資格を取るための講座の宣伝に強く興味をひ
かれます。何が面白いかと言うと、日本で取れる
資格の数がとても多く、ブラジルでは考えられな
いくらいの種類の資格や能力検定があります。品
物の整理と収納に関するものや、世界遺産に関す
る検定などもあり、「何で日本にはこんな資格が
あるの？」と唖

あ

然
ぜん

とするときがあります。しかも、
同じ能力検定の中で、3 級から 1 級までのレベル
が一般的にあり、同じ分野の検定を何回も受ける
日本人がいて、受験して資格を持っていることを
非常に重視しているという印象を受けました。

無論、ブラジルでも分野によって資格が欠かせ
ないものがあります。医学関係や法律関係の仕事
をしたい人は、能力検定を受けて資格や免許を取
ることが必須です。一方、美容や旅行、経済など
の分野では、資格よりも実際の経験が重視される
ので、日本のような能力検定がありません。例え
ば、日本では美容師として働くのに免許が必要だ
そうですが、ブラジルでは美容師の国家資格があ

りません。美容師になるため、ブラジルでは日本
人と同じように専門学校に通ってテクニックを
学んだり、訓練を重ねたりしますが、専門学校の
修了証明書さえ持っていれば、どこでも働けます。

また、とても不思議だと思ったことは、英語、フ
ランス語、中国語などの外国語に関する日本独自
の能力試験があるということです。外国語に関し
ては、多くの国では、その国の公用語を勉強して
いる外国人を対象に、現地の政府が認定する能力
試験を実施しています。その検定の多くは、世界
のさまざまなところで定期的に受けることがで
き、合格すると資格ももらえるそうです。

しかし、このような世界共通の能力試験がある
にも関わらず、日本人が考えた日本人向けの外国
語能力検定が存在するのを知ってびっくりしま
した。日本特有の外国語の能力試験にはたくさん
のレベルがあり、確かに日本人にとっては勉強し
やすいかもしれませんが、「どうして世界中の人
が対象者である外国の検定よりも日本独自の検
定を優先するのだろう。」と思うときがあります。

何の分野でも資格が取れる日本、外国の検定が
あっても日本特有の資格検定を作り出す日本だ
からこそ、私の中で、他の国に負けないぐらい「資
格王国」になっています。皆さんはどんな資格を
持っていますか？

【彦根市国際交流員　ナターリャ】

市の文化財に指定されました
4 月に、新しく市の指定文化財（建造物）になりました。

今回の指定で、市指定文化財は 88 件（うち建造物 31 件）

になりました。

▶︎旧彦根藩足軽組屋敷（中組・旧桂田家住宅）（京町二丁目）

　旧桂田家住宅は、通りに沿った家の当主の名前を並
び順に列記した家

いえなみ

並帳
ちょう

で「桂田」の姓が確認できます。
また、天保 7 年（1836）の「御

ご

城
じょう

下
か

惣
そう

絵
え ず

図」（城下町の
範囲をあらわした絵図）でも名前が記載されており、現在
の住宅も、当時の敷

しき

地
ち

割
わり

を保っていることがわかります。
　江戸時代の中組足軽屋敷の姿を良好に留める貴重な
建造物です。

問い合わせ先
　 教育委員会文化財課☎26-5833、FAX26-5899




